
平成29年度 決算（見込み）について 

資料１ 

＜協会けんぽ会計と国の特別会計との合算ベース＞ 



１ 

● 29年度 決算（見込み）のポイント           ＜協会けんぽ会計と国の特別会計との合算ベース＞ 

収入は  9 兆 9,485 億円 

 ⇒ 被保険者の増加等により保険料収入が増加。前年度比は3,265億円の増加（+3.4%）となった。 

○ 保険料収入は3,833億円増加した。保険料を負担する被保険者の「人数（被保険者数）」が増加（+3.9%）したこと、「賃金（標準報酬月額）」が増加 （+0.6%）した  
 ことが主な要因。この結果、29年度の保険料収入の伸び率は+4.6%となった。（なお、賃金の伸びについては、28年度の伸び（+1.1％）と比較して半減したが、これは、 
 28年度に制度改正（標準報酬月額の上限引上げ）の影響があり、その影響を除いた28年度の賃金の伸びは+0.6%となる。）また、人数の伸び率+3.9％は、協会によ 
 る医療保険の運営が始まった20年度以降で最も高い伸びとなっている。 ＜詳細は６ページを参照＞  
 
○ 国庫補助等は554億円減少した。補助対象となる保険給付費（総額）は増加しているものの、同じく補助対象の後期高齢者支援金等の加入者割相当額が制度 
 改正により減少（総報酬割部分が拡大：28年度2/3 → 29年度全面総報酬割）したことが主な要因。  

 支出は  9兆 4,998 億円 

 ⇒ 加入者の増加等により保険給付費が増加。加えて高齢者医療にかかる拠出金等も増加し、前年度比は3,765億円の増（+4.1%）となった。  

○ 支出の6割に相当する保険給付費（総額）は、2,366億円増加した。加入者の「人数（加入者数）」が増加（+2.5%）したことが主な要因になるが、29年度の保険給 
 付費の伸び率は+4.2%と、前年度の伸び（+3.3%）を上回った。これは、前年度の28年度の「医療費（加入者1人当たり医療給付費）」が、診療報酬のマイナス改定 
 の影響を受け一時的に伸びが抑制されていたこと（28年度:+1.1%→29年度:+1.9%）が主な要因。 ＜詳細は６ページを参照＞  
 
○ 高齢者医療にかかる拠出金等（総額）は、1,235億円増加（+3.7%）した。これは、他の保険者と比較して低廉な賃金水準の協会けんぽにおいて、後期高齢者支援 
 金の全面総報酬割への移行に伴う拠出金の減少要素があるものの、高齢者医療費の伸びに加えて、近年、拠出金の伸びを抑制していたマイナス精算（拠出金等の 
 概算納付分の戻り）の影響がなかったことによるものである。＜詳細は７ページを参照＞  

 この結果、29年度 の収支差は4,486億円 となり、前年度比は500億円 の減少となった。  

○ 収支差が前年度比で減少（▲500億円）した要因は、保険料収入等の収入の増加に対し、保険給付費や拠出金等の支出の増加が上回ったことによるものである。 
 29年度の収支差は4,486億円であるが、このように保険給付費の増加のほか、拠出金等について、制度改正により伸びが抑制されている29年度においても大幅に 
 増加し、収支差は減少する傾向があることについて、十分留意が必要と考えている。  
 
○ なお、29年度末の準備金残高は2兆2,573億円となった。この金額は、保険給付費等に要する費用の3.1ヵ月分に相当する。 ＜詳細は９ページを参照＞  



２ 

● 協会けんぽ（医療分）の29年度 決算見込み        

注） 端数整理のため、計数が整合しない場合がある。また、数値については今後の国の決算の状況により変動し得る。 
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● 29年度 大阪支部の収支                 

 
 大阪支部 全国計 

収
入 

 保険料収入     792,869 8,797,446 
   一般分 792,674 8,795,250 

 その他収入 1,313 16,509 
  
  

 債権回収以外 455 5,112 

 債権回収 858 11,397 

 計 794,182 8,813,955 

支
出 

 医療給付費等（国庫補助を除く）（調整後） 410,984 4,511,222 

  

 医療給付費（国庫補助除く） 395,225 4,511,222 

(A)－(B)  医療給付費（国庫補助除く）(A) 395,225 4,513,199 

  震災特例分(B) 

平成27年度の 
協会手当分（B1） 

0 132 

波及増分(B2) 0 1,845 

 年齢調整額 10,998 0 

 所得調整額 11,789 0 

 激変緩和 ▲7,028 0 

 現金給付費等（国庫補助を除く）     34,580 388,754 

 前期高齢者納付金等（国庫補助を除く）     292,426 3,287,482 

 業務経費（国庫補助を除く） 10,162 114,239 

 一般管理費（国庫補助を除く）     3,152 35,440 

 その他支出 2,502 28,124 

 平成27年度の収支差の精算 259 0 

 特別計上分（業務経費の別掲）     2 72 

 計     754,067 8,365,333 

収
支
差 

 計     40,115 448,622 

 全国平均分 39,906 448,622 

 地域差分 209 0 

（単位：百万円） 

暫定版 

 （注）１． 年齢調整額、所得調整額、激変緩和のマイナスは調整額を受け取る支部、プラスは調整額を負担する支部。 
    ２． 債権回収は、資格喪失後受診に係る返納金、業務上傷病による受診に係る返納金、診療報酬返還金、損害賠償金に係る債権の回収額の実績を表す。 
    ３． 医療給付費は、東日本大震災及び熊本地震による窓口負担減免措置に伴う平成29年度の協会負担分に係る窓口負担減免額を含む。 
    ４． （B1）は、健康保険法施行規則第135条の2の2第2項第1号に基づき、東日本大震災に伴う平成27年度における協会負担分の窓口負担減免額のうち、総報酬額の0.01％を超える部分として、（A）から控除するものである。 
      また、（B2）は、東日本大震災に伴う窓口負担減免措置によって医療費が増加した分のうちの医療給付費分（波及増分）を表す。 
    ５． 「平成27年度の収支差の精算」は、平成27年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算（健康保険法施行規則第135条の7に基づき行うもの）を表す。 
    ６． 国の年金特別会計に係る分並びに東日本大震災による窓口負担減免措置に伴う波及増分（B2）が暫定値であるため、数値は今後変わりうる。 
     ※ 熊本地震に伴う波及増分（B2）は対応を検討中。 
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決算および主要計数等の推移 

（ 20年度 ～  ） 
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● １．決算の推移                    ＜協会けんぽ会計と国の特別会計との合算ベース＞ 
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● ２．主要計数の推移                    



７ 

● ３．拠出金等の推移                    



８ 

参考資料 



準備金残高 

（注）1.平成8年度、9年度、11年度、13年度は国の一般会計より過去の国庫補助繰延分の返済があり、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。 
   2.平成21年度以前は国庫補助の清算金等があった場合には、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。 

● 単年度収支差と準備金残高等の推移           ＜協会けんぽ会計と国の特別会計との合算ベース＞ 

 協会けんぽは、各年度末において保険給付費や高齢者拠出金等の支払いに必要な額の１カ月分を準備金（法定準備金）とし
て積み立てなければならないとされている（健康保険160条の2）。 

９ 
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● 協会けんぽの保険財政の傾向            

（※１） 数値は平成15年度を１とした場合の指数で表示したもの。 
（※２） ▲1.31%は、28年度の改定率▲0.84％に薬価の市場拡大再算定の特例の実施等も含めた実質的な改定率である。 

（決算見込み） 

近年、医療費（１人当たり保険給付費）の伸びが賃金（１人当たり標準報酬）の伸びを上回り、協会けんぽの保険財政は赤字構造 
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● 協会の29年度決算報告書（介護保険分を含む）の概要  

注）１． 「協会決算」における医療分（ａ）の収支差（※5,980億円）と、「協会会計と国の特別会計との合算ベース」（P.2）における収支差 
    （4,486億円）との差異（1,494億円）は、国に留保されている未交付分保険料によるものである。具体的には、28年度末時点で未交付と 
    なっていた2,116億円が29年度に交付された一方で、29年度末時点で未交付となった622億円が30年度の交付となることによるもの。 
     なお、これらの未交付分は保険料率の算定には影響しない。 （1,494億円＝2,116億円－622億円） 
 

       ２．端数処理のため、計数が整合しない場合がある。 
 

   ３．上記の相関関係を示したものが、12頁の図表になる。 
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● 合算ベースの収支（協会けんぽ会計と国の特別会計との合算）と協会決算との相違（平成29年度医療分） 

 （収入） 
 保険料等交付金    88,532億円 
 任継保険料        694億円 
 国庫補助金等     11,343億円 
 その他            154億円 
  
 

    計        100,724億円 

 （支出） 
 保険給付費         58,117億円 
 拠出金等           34,913億円 
 業務経費・一般管理費    1,600億円 
 その他               113億円 
  
 

       計         94,743億円 

【国】 
年金特別会計 

健康勘定 
 
 
 

 
  

【国】 
年金特別会計 

業務勘定 

③業務勘定繰入 
（適用・徴収経費） 

233億円 

④過誤納保険料等 
23億円 

①保険料 
87,280億円 

保険料収入 
87,974億円 

⑧任継保険料 
694億円 

【協会】 

②雑収入（国） 13億円 
（前年度の業務勘定繰入剰余金等） 

保険料等交付金 〔（①＋②）－（③＋④）＋⑤（※1）－⑥〕 
  88,532億円 

協会決算 
（医療分） 

合算ベースの収支 
（保険料率算定の基礎） 

（※1） ⑤は28年度保険料等のうち、29年度に協会に交付された交付金（2,116億円） 
（※２） 端数処理のため、計数が整合しない場合がある。 

⑥保険料収入等のうちの未交付分 
 （29年度保険料のうち、30年度に交付される分） 

622億円 



13 

● 協会けんぽの事業所数・被保険者数・被扶養者数の推移（指数） 
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● 75歳未満の者の制度別加入者数及び75歳未満人口の推移 

※ 協会けんぽ、国保及び被用者その他は年度末現在の加入者数、人口は翌年度4月1日現在の推計人口（総務省統計局「人口推計」の総人口）を表す。 
※ 被用者その他は船員保険及び共済組合の合計である。ただし、共済組合は前年度末現在の数値を計上している。 
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● 平均保険料率10％を維持した場合の準備金残高と法定準備金に対する残高の状況 

注１ 「法定準備金」とは、健康保険法により協会が毎事業年度末において積み立てなければならないとされている、保険給付費及び拠出金等の１ヵ月分に相当する額のことである。 
  ２ 医療費の伸び並びに、2018（平成30）、2019年度の加入者数の伸び及び賃金上昇率は過去3年間の実績等を用いている。 

 協会けんぽ（医療分）の平成２９年度決算（見込み）に基づき、賃金上昇率が「2020年度以降 0.6％」、「2020年度以降 0.0％」のそれぞれの場合に
ついて、平均保険料率１０．０％を維持したときの今後１０年間（2028年度まで）の各年度末における協会けんぽの準備金残高と法定準備金に対する残高
の状況に係るごく粗い試算を行った。 

（平成29年度決算（見込み）に基づくごく粗い試算） 



． 


